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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、グローバルな正義をローカルな責任と関連づけつつ概念的・原理的観点か
ら分析した上で、具体的な制度論・担い手論を提示することにあった。①概念的・原理的分析としては、グローバルな
生存権論の深化、シンボリック・ネットワークの考究、センのグローバルな正義論の考察、消極的義務論の批判と地球
正義論の提案を、また②制度論・担い手論としては、移民規制の正当化論の批判的検討、搾取概念による南北間自由貿
易の解明、グローバル・フードシステムの問題点の析出、多国籍企業の責任の考察をそれぞれ行った。

研究成果の概要（英文）：This research project seeks to explore foundational questions surrounding the idea
 of global justice by connecting it with that of local responsibility and to examine a variety of specific
 issues and institutions relating to these ideas. As to the fundamental questions, major results of our re
search activities include the development of the subsistence right theory, the explication of global symbo
lic network, the consideration of Sen's global justice theory, and the examination of the negative duty vi
ew. This research also covers a variety of institutional questions including immigrant regulation, North-S
outh international trade, the global system of food provision, and corporate social responsibility concern
ing multinational corporations.
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１．研究開始当初の背景 
(1) グローバルな正義に関する近年の国際的
研究においては、先進国の加害自制責任が唱
えられ、また正義実現の責任主体や実施機構
に関する研究が進むなど、ローカルな責任へ
の関心が高まっている。他方、法哲学・政治
哲学での国内正義論や自由論との接続は未
開拓の課題であり、また国内正義に関しては
盛んな経済学的分析もこの研究主題につい
ては乏しく、さらに多文化主義やグローバリ
ゼーションとの連関の考察も十分だと言い
がたい。 
 
(2) わが国では、グローバルな正義の研究が
最近活発化しているが、隣接学問領域の成果
の活用や隣接問題圏との関連づけはいまだ
僅かである。 
 
２．研究の目的 
(1) １．で述べた国内外の研究状況を踏まえ
て、国内正義論や自由論との接続を図り、経
済学的分析も織り込み、そして多文化主義・
グローバリゼーションとも接合させつつ、概
念論・原理論レベルおよび制度論・担い手論
レベルにおいて、グローバルな正義をローカ
ルな責任との緊密な連関の相の下で考察す
ることが、本研究の目的である。これは、グ
ローバル・レベルと国内レベルからなる重層
的な法哲学理論の構築に向けた第一歩とな
ることを企図するものである。 
 
(2) この終極目的は、3 つの具体的課題に分
節化される。①グローバルな正義の原理的解
明、②ローカルな責任の理論分析と制度構想、
③多文化主義・グローバリゼーションとの関
連性の考察である。 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究では、法哲学を基軸としつつ、政
治哲学・経済学の観点も導入する学際的アプ
ローチを採用した。 
 
(2) ２．(2)の具体的課題を効果的に達成する
ため、正義班・責任班・多文化班を設けた。
ただし、3 つの班が十分な相互連絡を欠いて
作業を進めるという事態を防ぐため、各研究
分担者が複数の班に所属する体制を整えた。
その上で、全体会合の開催を通じて、班間の
相互連絡と全体的統合を常に維持するよう
努めた。 
 
(3) 研究期間の 3 ヶ年度を、①基礎作業段階
（平成 23 年度）、②構築・展開段階（平成 24
年度）、③総合・完成段階（平成 25 年度）に
三分して、計画的に研究活動を推進した。①
基礎作業段階では、文献の収集・分析を通じ
た学問的蓄積の共有化および現在の研究状
況の把握と、法哲学的・政治哲学的・経済学
的論点の析出とをおもに実施した。②構築・
展開段階では、法哲学的・政治哲学的・経済

学的な理論構築に取り掛かり、共同討議によ
る相互的な理論彫琢、さらには中間成果の個
別的発表へと進んだ。③総合・完成段階では、
中間成果の個別的発表の継続、各中間成果の
有機的統合、最終成果の公刊の準備をすべて
完了した。 
 
４．研究成果 
(1) ３．に記した方法に基づき研究活動を推
進した結果、２．(2)に列挙した具体的課題に
ついて、概念論・原理論レベルと制度論・担
い手論レベルで、次の研究成果が得られた。 
 
(2) 概念論・原理論レベルにおいては、まず
国内正義論上の十分主義を修正し活用する
ことにより、人権説を発展させた（宇佐美）。
また、グローバルな正義の成立条件と目され
る、規範的概念の共有にもとづくシンボリッ
ク・ネットワークの構造と特徴が解明された
（長谷川）。さらに、ロールズ国内正義論の
社会契約説的側面に対するセンの批判の検
討を手がかりに、センのグローバルな正義論
が考察された（後藤）。そして、正義の国内
正義論と宇宙正義論の中間にある地球正義
論は、ポッゲの消極的義務論の難点を回避し
うることが論証された（瀧川）。 
 
(3) 制度論・担い手論レベルにおいては、ま
ずグローバリゼーションの一角をなす移民
に対する規制の正当化論は、いずれも説得力
を欠くことが明らかにされた（森村）。次に、
ヘクシャー＝オリーン型自由貿易モデル下
での南北間貿易を、不均等交換による搾取関
係として把握できることが証明された（吉
原）。他方、途上国での飢餓と先進国での飽
食が表裏をなすグローバル・フードシステム
の問題性が剔抉された（研究協力者・伊藤恭
彦）。最後に、ロールズの社会的協働論の拡
張により、多国籍企業の政治的責任を構想し
うることが示された（神島）。 
 
(4) 以上の研究成果は、研究組織外部の専門
家である桜井徹（神戸大学）・施光恒（九州
大学）・松元雅和（関西大学）からのコメン
トを受けた上で、そのコメントも含め、宇佐
美誠編『グローバルな正義』勁草書房（５．
〔図書〕①）として、2014 年秋に公刊され
る予定である。 
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